
千葉県建築基準法第４３条第２項の規定による 

接道の特例に関する基準（案）（新旧対照表） 

 

新 旧 

第２ 認定基準 

１ 建築基準法施行規則（昭和２５年建

設省令第４０号。以下、「省令」という。）

第１０条の３第１項で定める避難及び通

行の安全上必要な道の基準 

（略） 

 

２ 省令第１０条の３第３項で定めるそ

の用途及び規模に関する基準 

 法別表第１（い）欄（１）項に掲げる

用途以外の用途に供する建築物で、延べ

面積（同一敷地内に２以上の建築物があ

る場合にあっては、その延べ面積の合

計）が５００㎡以内のもの（建築基準法

施行条例（昭和３６年千葉県条例第３９

号。以下「条例」という。）第６条第１

号、第４号及び第５号に掲げる特殊建築

物で、その用途に供する部分の床面積が

当該各号に定める面積を超えるものを除

く。）であること。 

 

３ 形態規制等の付加 

認定する建築物については、当該認定

に係る道を法第４２条に規定する道路と

みなして、法第５２条第２項（前面道路 

幅員による容積率制限）、法第５６条（建

築物の各部分の高さ）、法第５８条（高度

地区）、建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号。以下「政令」という。）第

２０条（採光の有効算定）及び条例の規定

を適用する。 

 

 

 

第２ 認定基準 

１ 建築基準法施行規則（以下、「省令」

という。）第１０条の３第１項で定める避

難及び通行の安全上必要な道の基準 

（略） 

 

 

２ 省令第１０条の３第３項で定めるそ

の用途及び規模に関する基準 

「延べ面積（同一、敷地内に２以上の建

築物がある場合にあっては、その延べ面

積の合計）が２００㎡以内の一戸建ての

住宅であること。」 

一戸建ての住宅とは、用途上不可分 

である附属建築物は含まれるが、事務

所や店舗等の用途を兼ねている住宅は

除くものとする。 

 

 

  

 

３ 形態規制等の付加 

 認定する建築物については、当該認定

に係る道を法第４２条に規定する道路と

みなして、法第５２条第２項（前面道路

幅員による容積率制限）、法第５６条（建

築物の各部分の高さ）、法第５８条（高度

地区）及び建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第２０条（採光の有

効算定）、建築基準法施行条例（昭和３６

年千葉県条例第三十九号）の規定を適用

する。 

 

 



第３ 許可基準 

１～３（略） 

４ 形態規制等の付加 

第２項及び前項（１）から（４）に規定

する道又は通路に接する敷地の建築物に

ついては、当該道又は通路を法第４２条に

規定する道路とみなして、法第５２条第２

項（前面道路幅員による容積率制限）、法

第５６条（建築物の各部分の高さ）、法第

５８条（高度地区）、政令第２０条（採光

の有効算定）及び条例の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

附則  

１ この基準は、平成１１年５月１日か

ら施行する。 

附則 

１ この基準は、平成２５年１２月１日

から施行する。 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１１日

から施行する。 

附則 

１ この基準は、令和 年 月 日から

施行する。 

 

 

第３ 許可基準 

１～３（略） 

４ 形態規制等の付加 

第２項及び前項（１）から（４）に規定

する道又は通路に接する敷地の建築物に

ついては、当該道又は通路を法第４２条に

規定する道路とみなして、法第５２条第２

項（前面道路幅員による容積率制限）、法

第５６条（建築物の各部分の高さ）、法第

５８条（高度地区）及び建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第２０条

（採光の有効算定））、建築基準法施行条例

（昭和３６年千葉県条例第三十九号）の規

定を適用する。 

 

 

附則 

１ この基準は、平成１１年５月１日か

ら施行する。 

附則 

１ この基準は、平成２５年１２月１日

から施行する。 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１１日

から施行する。 

 

 

 

 

 

 


